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１１．．御御堂堂筋筋イイルルミミネネーーシショョンンににつついいてて  
今年度の御堂筋イルミネーションについて、当会が参加

するバナー広告やビルファサード演出の状況、ガイドブッ

ク掲載やポスター等の配布についての状況を報告しました。 

 

 

 

 

 

 

２２．．モモデデルル整整備備区区間間ににつついいてて  
９月に開催されたモデル区間整備協議会の内容と、モデル区間の供用開始とあわせて御堂筋オータム

パーティ 2016 の一環として開催する「沿道プログラム」について、状況報告を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定定例例会会ニニュューースス  vvooll..1133  
（平成２８年９月） 

「ミナミ御堂筋の会」は、ミナミの御堂筋沿道の不動産オーナーが連携し、

「世界の御堂筋」をめざして、まちのあり方を提案し、実現に向けて働き

かける団体です。 

 

（１）バナー協賛について 

・６社（スポタカ、オクウチサービス、はり重、光明興業、ベルコ、アルパック）で掲出することに。 

・現在、広告審査会で審査中。 

（２）ビルファサード演出について 

・５社（スポタカ、はり重、平川商事、光明興業、ジッポーナカムラ）が参加希望。ただし、平川商事は

設備面から実現が難しいとのこと。今後、LEM 空間工房と調整していく。 

（３）ガイドブック掲載について 

・ガイドブックの御堂筋イルミネーションのページ、協賛のページに会のロゴ等を掲載頂けることに。 

 

 

【意見等】 

○御堂筋イルミネーションは次年度の開催に向け、資金をどうするかが課題となっていると聞く。また、次

年度は御堂筋開通 80 周年のタイミング。この沿道プログラムの件も含め、御堂筋から地元として声を挙

げて発信、提案していくべきタイミングではないか。 

○植栽の管理も課題。例えば路上に企業広告入りのゴミ箱を設置し、その収益で管理費を捻出するなど、資

金が循環する取り組みを検討、提案していくべき。 

→道路協力団体という新しい制度もできており、収益を維持管理活動に還元することが可能となっている。

具体化に向けて研究を進めていきたい。 

（１）沿道プログラムについて 

・9 月のモデル区間整備協議会において、沿道プログ

ラムの実施が正式に決定された。現在、協議会メン

バーや建設局・経済戦略局と実施に向けて調整、協

議中。 

・供用開始の日程はまだ決定していない。11 月上旬

になるのではないか。 

（２）なんば駅前広場社会実験について 

・なんば駅前広場での社会実験が 11/11～13 で開催。

10/19 に詳細を発表する予定。民間の力で実施に持

って行くべく、現在、協賛金を募集している。 

 

 

 

※次回モデル整備区間協議会は、10 月 3日（月）10 時半より、難波御堂筋ホールにて開催です。 
 

 

 

沿道プログラム（案） 

（仮）「ようこそ、人のための空間、御堂筋へ」  
～千日前通以南モデル区間整備完成記念キャンペーン～ 

平成28年 11月（供用開始日）～１週間 

（主催：モデル区間整備協議会） 

①警備員等による駐輪禁止の声かけ 

②共通ユニホームによる啓発活動 

③関係者による供用開始の PR 

④沿道魅力を高めるサイン等の試行設置 
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３３．．ミミナナミミ一一斉斉大大そそううじじににつついいてて  
10/1（土）午前の「ミナミ一斉清掃」の当日の詳細を連絡しました。当会より 17名が参加予定です。 

なお、「今回のような機会を継続する上で、当会のロゴが入ったベストなどのグッズも作成すべき」

とのご意見があり、今後作成を検討していきます。 

４４．．景景観観ににつついいてて  
現在、大阪市で景観計画の改定についてパブリックコメントを実施中で（9/16 記者発表）、当会にも

深く関わる内容であることから、その内容について紹介しました。 

 http://www.city.osaka.lg.jp/templates/jorei_boshu/toshikeikaku/0000375511.html 

 

 

 

 

 

 

 

５５．．そそのの他他  
○11/28 に開催予定の忘年会について、当会会員の池田様プロデュー

スにより、ジャズライブハウスを貸し切り関西で活躍するプロミュ

ージシャンのライブ付きの素敵な会を企画頂きました！ 

従業員やご家族なども参加可能ですので、ぜひご予定頂き、お誘い

合わせの上、ご参加をお願い致します！！ 

○LEM 空間工房の長町様に、夜間景観をテーマとした勉強会の講師を

お願いしています。調整の上、決定すれば、またご案内致します。 

○はり重様より、第６回はり重寄席（11 月 6 日（日）開催）のお知ら

せがありました。第５回は好評につき満席とのことです！ 

 

 

 

 

 

 

次回定例会のお知らせ 

平成 28 年 10 月 31 日（月）16：00～ 難波御堂筋ホールにて開催 

 

 

＜定例会参加者＞ 
【正会員】高橋（勝・勇）（株式会社スポーツタカハシ）、藤本（稔）（株式会社播重）、中山（平川商事株式
会社）、高士（佳）（都島自動車株式会社）、池田（有限会社泉屋）、梅田（光明興業株式会社）、吉田（株式会
社ベルコ）、中村（有限会社ナカムラ） 
【賛助会員】井原（株式会社アイ・プランニング） 
【オブザーバー】門重・和田（ミナミまち育てネットワーク）、大谷（オリックス株式会社） 
【事務局】中塚・絹原・羽田（株式会社地域計画建築研究所（アルパック）） 

発行：ミナミ御堂筋の会  URL：https://www.facebook.com/minami.midosuji 

問い合わせ先：ミナミ御堂筋の会事務局 

（株式会社地域計画建築研究所大阪事務所 内【担当：絹原・羽田】） 

〒541-0042 大阪市中央区今橋 3-1-7 日本生命今橋ビル 10F 

TEL：06-6205-3600  FAX：06-6205-3601  E-mail：minami-midosuji@arpak.co.jp 

 

・当会のエリアは「重点届出区域」となり、建築物の建築や改修等に際し景観法に基づく届出が必要となる。 

・遵守すべき基準については、建築美観誘導制度でもともと指定されていた内容が基本となっている。 

・「屋外広告物に関する行為の制限」が定められている。 

・地域の自主的なルールづくりと運用に対する支援が導入されることが記載されている。 

【意見等】 

○景観フォーラムに参加したが、地域の自主的なルールづくりを支援する景観づくりの活動団体の設立が紹

介されていた。当会としても前向きに検討すべきではないか。 

○都市計画局の担当者にお願いし説明、意見交換の機会が持てないか。→次回定例会に向け調整したい。 

ミナミ御堂筋の会 忘年会 

11 月 28 日（月）18：00 から 

STAR LIVE U6（上本町） 
http://starliveu6.wixsite.com/u6-hp 

杯杯天山閣の中華コース 

（飲み放題つき） 

ライブスタート 19：30（予定） 

会費：１人 10,000 円 

出演：小柳淳子（vo）、里村稔

（sax）、志水 愛（pf） 

http://www.city.osaka.lg.jp/templates/jorei_boshu/toshikeikaku/0000375511.html
https://www.facebook.com/minami.midosuji
mailto:minami-midosuji@arpak.co.jp
http://starliveu6.wixsite.com/u6-hp

